
狛江市教育委員会規則第 13 号
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狛江市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則

令和８年５月18日

教育委員会規則第13号

狛江市立公民館条例施行規則（平成５年教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（登録） （登録）

第７条 公民館利用団体登録を受けようとする団体（以下「登録

申請団体」という。）は、委員会が指定する施設予約を行うた

めのシステム（以下「施設予約システム」という。）上で、利

用団体の登録の申込みを行うものとする。この場合において、

主に活動するホームとなる施設を選択するものとする。

第７条 公民館利用団体登録を受けようとする団体（以下「登録

申請団体」という。）は、委員会が指定する施設予約を行うた

めのシステム（以下「施設予約システム」という。）上で、又

は公民館利用団体登録申込書（第１号様式。以下「団体登録申

込書」という。）を委員会に提出し、利用団体の登録の申込み

を行うものとする。この場合において、主に活動するホームと

なる施設を選択するものとする。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 登録団体は、登録した内容に変更があったときは、速やかに

オンラインフォームにより変更の申込みをしなければならな

い。この場合において、委員会は、第３項の登録の承認を行う

場合に準じて審査を行い、施設予約システム上で変更の承認を

するものとする。

５ 登録団体は、登録した内容に変更があったときは、速やかに

公民館利用団体登録変更申込書（第２号様式）を委員会に提出

し、変更の申込みをしなければならない。この場合において、

委員会は、第３項の登録の承認を行う場合に準じて審査を行

い、施設予約システム上で変更の承認をするものとする。

６ 登録団体は、当該登録を更新しようとするときは、あらかじ

め指定された期日までに、オンラインフォームにより更新の申

込みをしなければならない。この場合において、委員会は、第

３項の登録の承認を行う場合に準じて審査を行い、施設予約シ

ステム上で更新の承認をするものとする。

６ 登録団体は、当該登録を更新しようとするときは、団体登録

申込書を委員会に提出し、あらかじめ指定された期日までに、

更新の申込みをしなければならない。この場合において、委員

会は、第３項の登録の承認を行う場合に準じて審査を行い、施

設予約システム上で更新の承認をするものとする。

７ 登録団体は、当該登録を抹消するときは、オンラインフォー

ムにより登録抹消の申込みをしなければならない。この場合に

７ 登録団体は、当該登録を抹消するときは、公民館利用団体登

録抹消申込書（第３号様式）を委員会に提出し、登録抹消の申



改 正 後 改 正 前

おいて、委員会は、施設予約システム上で登録を抹消するもの

とする。

込みをしなければならない。この場合において、委員会は、施

設予約システム上で登録を抹消するものとする。

（使用の申込み等） （使用の申込み等）

第10条 使用者は公民館又は他の公の施設を使用するときは、施

設予約システム上で使用の申込みをし、その確認を受けること

により、市長から当該施設の使用許可を受けたものとみなす。

第10条 使用者は公民館又は他の公の施設を使用するときは、施

設予約システム上で、又は公民館施設予約・予約取消申込書

（第４号様式。以下「申込書」という。）で使用の申込みを

し、その確認を受けることにより、市長から当該施設の使用許

可を受けたものとみなす。

２ 前項に規定する申込みは、次の各号の区分に応じ、当該各号

の期間に行うものとする。ただし、別に定める規則により委員

会が特に認めたときは、受付期間前に申込みをすることができ

る。

２ 前項に規定する申込みは、次の各号の区分に応じ、当該各号

の期間に行うものとする。ただし、別に定める規則により委員

会が特に認めたときは、受付期間前に申請することができる。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 第１項の申込みは、次の各号の区分に応じ、当該各号の方法

で行うものとする。

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 抽選予約 施設予約システム

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 一般予約 施設予約システム又は申込書

３ 第１項の申込みの受付時間は、次の各号の方法ごとに、当該

各号に掲げる時間とする。

４ 第１項の申込みの受付時間は、次の各号の方法ごとに、当該

各号に掲げる時間とする。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 申込書 午前９時から午後５時まで（休館日を除く。）

４ （略） ５ （略）

５ 施設の使用の許可を受けた者（以下「使用の許可を受けた

者」という。）が当該施設の使用を取り消すときは、施設予約

システム上で、施設使用取消しの申込みをしなければならな

い。

６ 施設の使用の許可を受けた者（以下「使用の許可を受けた

者」という。）が当該施設の使用を取り消すときは、施設予約

システム上で、又は原則として使用日の前の開館日午後５時ま

でに、申込書を委員会に提出し、施設使用取消しの申込みをし



改 正 後 改 正 前

なければならない。

６ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、狛江市の区域内に住

所若しくは事業所を有し、又は勤務する者以外の者及び目的外

に使用する者は使用日の１月前の日の属する月の初日から使用

するときまでに公民館施設目的外使用（使用取消）申込書（第

１号様式。以下「目的外使用申込書」という。）を委員会に提

出しなければならない。この場合において、当該申込みを行っ

た者（以下「目的外使用申込者」という。）が施設の使用を取

り消すときは、原則として使用日の前の開館日午後５時まで

に、目的外使用申込書を委員会に提出しなければならない。

７ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、狛江市の区域内に住

所若しくは事業所を有し、又は勤務する者以外の者及び目的外

に使用する者は使用日の１月前の日の属する月の初日から使用

するときまでに公民館施設目的外使用申込書（第５号様式）を

委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申

込みを行った者（以下「目的外使用申込者」という。）が施設

の使用を取り消すときは、原則として使用日の前の開館日午後

５時までに、申込書を委員会に提出しなければならない。

７ 第１項の規定にかかわらず、前項の規定による目的外使用の

申込みがあった場合は、委員会はその内容を審査し、目的外使

用の許可を決定した場合で、使用するときまでに使用料の納付

を受けた場合には、公民館施設使用許可通知書（第２号様式）

を目的外使用申込者に交付するものとする。

８ 第１項の規定にかかわらず、前項の規定による目的外使用の

申込みがあった場合は、委員会はその内容を審査し、目的外使

用の許可を決定した場合で、使用するときまでに使用料の納付

を受けた場合には、公民館施設使用許可通知書（第６号様式）

を目的外使用申込者に交付するものとする。

８ 委員会は、前項の審査により目的外使用の不許可を決定した

場合は、公民館施設使用不許可通知書（第３号様式）を目的外

使用申込者に交付するものとする。

９ 委員会は、前項の審査により目的外使用の不許可を決定した

場合は、公民館施設使用不許可通知書（第７号様式）を目的外

使用申込者に交付するものとする。

（使用料の減額又は免除） （使用料の減額又は免除）

第16条 （略） 第16条 （略）

２ 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする使用

者は、施設予約システム上で申請し、又は公民館施設使用料減

免申請書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする使用

者は、施設予約システム上で申請し、又は公民館施設使用料減

免申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。

３～５ （略） ３～５ （略）

６ 市長は、第２項の規定による申請を受けた場合は、その内容

を審査の上、使用料の減額又は免除の決定をし、公民館施設使

６ 市長は、第２項の規定による申請を受けた場合は、その内容

を審査の上、使用料の減額又は免除の決定をし、公民館施設使



改 正 後 改 正 前

用料減免承認・不承認通知書（第５号様式）により使用者に通

知するものとする。この場合において、施設予約システム上で

申請を行った使用者に対しては、市長は施設予約システム上で

その承認又は不承認の通知を行うものとする。

用料減免承認・不承認通知書（第９号様式）により使用者に通

知するものとする。この場合において、施設予約システム上で

申請を行った使用者に対しては、市長は施設予約システム上で

その承認又は不承認の通知を行うものとする。

（使用料の還付） （使用料の還付）

第17条 （略） 第17条 （略）

２ 使用の許可を受けた者は、前項に規定する使用料の還付を受

けようとするときは、公民館施設使用料還付申請書兼領収書

（第６号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 使用の許可を受けた者は、前項に規定する使用料の還付を受

けようとするときは、公民館施設使用料還付申請書兼領収書

（第10号様式）を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を

審査の上、使用料の還付の承認又は不承認を決定し、公民館施

設使用料還付承認（不承認）決定通知書（第７号様式）を使用

者に通知するものとする。

３ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を

審査の上、使用料の還付の承認又は不承認を決定し、公民館施

設使用料還付承認（不承認）決定通知書（第11号様式）を使用

者に通知するものとする。

第１号様式から第４号様式までを削り、第５号様式、第６号様式及び第10号様式を別紙のように改め、第５号様式から第11号様式

までを４号ずつ繰り上げる。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年６月１日から施行する。

（狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則の一部改正）

２ 狛江市立公民館施設使用特別申請取扱規則（平成28年教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

第６条中「第10条第８項」を「第10条第７項」に、「同条第９項」を「同条第８項」に改める。

（経過措置）

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の狛江市立公民館条例施行規則（以下「改正前規則」という。）第７条第３項に基

づき登録の承認を受けている登録団体が、変更、更新又は登録抹消の申込みをする場合は、この規則による改正後の狛江市立公民

館条例施行規則（以下「改正後規則」という。）第７条第５項から第７項までの規定を適用する。



４ この規則の施行の際、改正前規則第10条第１項に基づき施設の使用の許可を受けている者が当該施設の使用を取り消す場合は、

改正後規則第10条第５項の規定を適用する。

５ この規則の施行の際、改正前の狛江市立公民館条例施行規則の規定により作成した様式で、用紙が現存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。



第１号様式（第 10 条関係）

年 月 日

狛江市教育委員会 宛て

団体名

氏名（責任者）

住所

電話番号

公民館施設目的外使用（使用取消）申込書

狛江市立公民館条例施行規則第 10条第６項の規定により、下記施設の（ 使用・使用取消し ）

を申し込みます。

記

使用申込

※太線の中は記入しないでください

使用時間区分

午前 午前９時から正午まで 午後１ 正午から午後４時まで

午後２ 午後４時から午後７時まで 夜間 午後７時から午後 10 時まで

使用取消申込

許可番号 使用年月日 使用時間 施設名 人数 内容（使用目的） 使用料金

年 月 日
午前・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

年 月 日
午前・午後１

午後２・夜間

中央・西河原

円

許可番号 使用予定年月日 使用時間 施設名

年 月 日 午前・午後１・午後２・夜間 中央・西河原

年 月 日 午前・午後１・午後２・夜間 中央・西河原

年 月 日 午前・午後１・午後２・夜間 中央・西河原

使用料合計額

円



狛江市教育委員会

公民館の使用を、次のとおり許可します。

第２号様式(第10条関係)

公民館施設使用許可通知書
申 請 番 号 年　　　月　　　日

申 請 者 住 所

氏名又は団体の名称

代 表 者 氏 名

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

住 所

氏 名

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

催 事 区 分

催 事 詳 細

使 用 内 容

使 用 目 的

営利/非営利 使用予定人数

基本料合計

加 算 額

減 額

使 用 料

使 用 年 月 日 使 用 時 間 施 設 名 基 本 料



使用料

第３号様式（第10条関係）

狛　　　発第　　　　　号　

　　　年　　　月　　　日　

　　　　　　　　　　　　様

狛江市教育委員会

公民館施設使用不許可通知書

記

使用年月日（曜日） 使用時間 使用部屋名等

年　　月　　日（　）
　午前　・　午後１
午後２　・　夜間　

年　　月　　日（　）
　午前　・　午後１
午後２　・　夜間　

年　　月　　日（　）
　午前　・　午後１
午後２　・　夜間　

年　　月　　日（　）
　午前　・　午後１
午後２　・　夜間　

年　　月　　日（　）
　午前　・　午後１
午後２　・　夜間　

不許可の
理由

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった公民館施設使用について、下記のとおり不許可を決定した
ので通知します。

使用希望
日時等



１

２

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、狛江
市教育委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日
の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月を経過した後又は
この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があり
ます。
　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以
内に、狛江市を被告として（訴訟において狛江市を代表する者は狛江市教育委員会となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます。
　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
　ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月が経過する前に、この処分（審査請求をし
た場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、取消しの訴えを
提起することができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月を経過した後又はこの処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁
決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても取消しの訴えを提起することが認められる場合が
あります。



　　　　年　　月　　日

申請者 団体名

住所

氏名(代表者)

電話

住所

氏名 電話番号

申請番号

使 用 年 月 日(曜日)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

　　　年　　月　　日(　　)

第４号様式（第16条関係）

　　　狛江市長　宛て

公民館施設使用料減免申請書

　狛江市立公民館条例施行規則第16条第２項の規定により、下記の施設使用料の減免を申請します。

記

使用施設名 中央公民館　・　西河原公民館

使 用 時 間 使用室名 減免措置

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

内        容
（使用目的）

 □国又は地方公共団体が公益の目的のために使用するため

 □市又は委員会が主催若しくは共催する事業で使用するため

 □障がい者及び障がい者の介護者又は障がい者を支援する者10人以上で構成する団体
が使用するため

 □障がい者を支援することを目的に活動する者10人以上で構成する団体がその目的に
沿って使用するため

 □その他市長が必要と認めたとき

※　減免申請の際に、団体規約、会則又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、医療受給者証等を提出してい
ただく場合があります。また、これらの資料は、団体登録時・団体登録更新時に提出するすることもできます。

団体名 使用責任者

減額･免除

定額使用料 円

減額使用料 円

 使用料 円

減免理由

使用日時等



狛 　　　発第　　　　号

　　　　年　　月　　日

様

狛江市長

住所

氏名 電話番号

申請番号

使 用 年 月 日(曜日) 使用室名

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

　　　年　　月　　日(   )

第５号様式（第16条関係）

公民館施設使用料減免承認・不承認通知書

記

使用施設名 中央公民館　・　西河原公民館

使 用 時 間 減免措置

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

  午前 ・午後１
 午後２・ 夜間 

内        容
（使用目的）

減免を不承認した理由

１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に狛江市長に対して審
査請求をすることができます。
　ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること
ができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この決定があった日の翌日から起算して３箇月を経過した後又はこの処分があった日の翌
日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、狛
江市を被告として（訴訟において狛江市を代表する者は狛江市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。
　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に提起することができます。
　なお、正当な理由があるときは、この処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があったことを知った日の
翌日から起算して６箇月を経過した後又はこの処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があった日の翌日か
ら起算して１年を経過した後であっても取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった狛江市公民館施設使用料の減免について、狛江市立公民館条例施行規則第16条
第６項の規定により、下記の施設使用料の減免を承認（不承認）しましたので、通知します。

団体名 使用責任者

減額･免除

定額使用料 円

減額使用料 円

 使用料 円

使用日時等



狛江市長　　　　    　　宛て

　　公民館の使用料の還付を、次のとおり申請します。

 還付請求理由

上のとおり還付金を領収いたしました。

第６号様式(第17条関係)

公民館施設使用料還付申請書兼領収書
申 請 番 号 　　年　　月　　日

申 請 者 住 所

 氏名又は団体の名称

代 表 者 氏 名

電 話

使 用 責 任 者 住 所

氏 名

電 話

使 用 許 可 年 月 日 還 付 請 求 額

領 収 者 団 体 名

住 所

氏 名

電 話

使 用 年 月 日 使 用 時 間 施 設 名 請 求 理 由 過 払 額



還付料

第７号様式（第17条関係）

狛　　　発第　　　　　号　

　　　年　　　月　　　日　

　　　　　　　　　　　　様

狛江市長

公民館施設使用料還付承認（不承認）決定通知書

記

１　承認する

団体名称 代表者

〒

使用責任者 電話番号

使用施設名

使用年月日（曜日） 使用時間 使用部屋名等

年　　月　　日（　） ～

年　　月　　日（　） ～

年　　月　　日（　） ～

年　　月　　日（　） ～

年　　月　　日（　） ～

２　不承認とする

　　　　月　　　付けで申請のあった公民館施設使用料等の還付について、狛江市立公民館条例施行規則第
17条第３項の規定により、下記のとおり決定したので通知します。

住　所
（所在地）

使用日時等

不承認の
理由



１

２

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、狛江
市長に対して審査請求をすることができます。ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日か
ら起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月を経過した後又は
この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があり
ます。
　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以
内に、狛江市を被告として（訴訟において狛江市を代表する者は狛江市長となります。）、処分の取消しの訴えを
提起することができます。
　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
　ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月が経過する前に、この処分（審査請求をし
た場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、取消しの訴えを
提起することができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、この処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決）があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月を経過した後又はこの処分（審査請求をした場合には、審査請求に対する裁
決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても取消しの訴えを提起することが認められる場合が
あります。


